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付議事件 

議案第２８号  坂祝町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する

法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例

について 

議案第２９号  令和５年度坂祝町一般会計補正予算（第３号）について 

議案第３０号  令和５年度坂祝町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 

議案第３１号  令和５年度坂祝町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

議案第３２号  令和５年度坂祝町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

議案第３３号  令和５年度坂祝町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

同意第 ３号  坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第 ４号  坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第 ５号  坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第 ６号  坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第 ７号  坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第 ８号  坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第 ９号  坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第１０号  坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第１１号  坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第１２号  坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第１３号  坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第１４号  坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第１５号  坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

同意第１６号  坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて



議案第２８号 

   坂祝町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町地域

経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第９条第１項の規

定に基づく準則を定める条例(平成２６年条例第３号)の一部を次のように改正するも

のとする。 

  令和５年６月９日 提出 

                          坂祝町長 柴 山 佳 也 

   提 案 理 由 

 町内事業所が所有する土地の区画整理による合筆等に伴い、条例の該当する地番を

登記記録と同一とするため改正するものです。 

 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法

律(平成１９年法律第４０号)第９条第１項の規定に基づき、工場立地法(昭和３４年

法律第２４号)第４条第１項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を

定めるものです。今回は、準則に定められた区域の範囲内における地番が合筆等され

たものであり、区域の範囲が拡張等するものではないため周辺住民や環境保全上の影

響は特にありません。 
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坂祝町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例（案） 

坂祝町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第９

条第１項の規定に基づく準則を定める条例(平成２６年条例第３号)の一部を次のよう

に改正する。 

改正後 改正前 

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地

面積に対する割合) 

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地

面積に対する割合) 

第３条 この条例を適用する区域及び

当該区域の範囲並びに当該区域におけ

る緑地及び環境施設の面積のそれぞれ

の敷地面積に対する割合は、次の表の

とおりとする。 

第３条 この条例を適用する区域及び

当該区域の範囲並びに当該区域におけ

る緑地及び環境施設の面積のそれぞれ

の敷地面積に対する割合は、次の表の

とおりとする。 

【別記１ 参照】 【別記１ 参照】 

【別記1】 

改正後 

区域の範囲 緑地の面積の敷地面積

に対する割合 

環境施設の面積の敷地面

積に対する割合 

酒倉字西稲場 

１７２９―２ 

酒倉字新木林 

１９５７―１ 

酒倉字北高見 

２０７９―１、２１４５―５、

２１４５―８ 

１００分の３以上 １００分の３以上 

改正前 

区域の範囲 緑地の面積の敷地面積

に対する割合 

環境施設の面積の敷地面

積に対する割合 

酒倉字西稲場 

１７２９―２、１７２９―５ 

酒倉字新木林 

１９５７―１、１９５７―３、

１９５７―４ 

酒倉字北高見 

１００分の３以上 １００分の３以上 
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２０７９―１、２０７９―７、

２０７９―１０、２０７９―１

１、２１４５―５、２１４５―

８ 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２９号

   令和５年度坂祝町一般会計補正予算（第３号）について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和５年

度坂祝町一般会計補正予算（第３号）を提出するものとする。

  令和５年６月９日 提出

                          坂祝町長 柴 山 佳 也
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議案第３０号

   令和５年度坂祝町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和５年

度坂祝町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を提出するものとする。

  令和５年６月９日 提出

                          坂祝町長 柴 山 佳 也
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議案第３１号

   令和５年度坂祝町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和５年

度坂祝町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を提出するものとする。

  令和５年６月９日 提出

                          坂祝町長 柴 山 佳 也
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議案第３２号

   令和５年度坂祝町介護保険特別会計補正予算（第１号）について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和５年

度坂祝町介護保険特別会計補正予算（第１号）を提出するものとする。

  令和５年６月９日 提出 

                          坂祝町長 柴 山 佳 也 
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議案第３３号

   令和５年度坂祝町下水道事業会計補正予算（第１号）について

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の規定により、令和

５年度坂祝町下水道事業会計補正予算（第１号）を提出するものとする。

  令和５年６月９日 提出 

                          坂祝町長 柴 山 佳 也
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同意第３号

   坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて

 下記の者を坂祝町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する

法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求

める。

   令和５年６月９日

坂祝町長 柴 山 佳 也

記

   住  所  坂祝町勝山 

 氏  名  小島
こじ ま

 基
もと

博
ひろ

任  期  令和５年７月２０日から令和８年７月１９日まで
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同意第４号

   坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて

 下記の者を坂祝町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する

法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求

める。

   令和５年６月９日

坂祝町長 柴 山 佳 也

記

   住  所  坂祝町黒岩 

 氏  名  兼松
かねまつ

 幸史
ゆきひと

任  期  令和５年７月２０日から令和８年７月１９日まで
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同意第５号

   坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて

 下記の者を坂祝町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する

法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求

める。

   令和５年６月９日

坂祝町長 柴 山 佳 也

記

   住  所  坂祝町深萱

   氏  名  渡邉
わたなべ

 栄
えい

次
じ

任  期  令和５年７月２０日から令和８年７月１９日まで
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同意第６号

   坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて

 下記の者を坂祝町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する

法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求

める。

   令和５年６月９日

坂祝町長 柴 山 佳 也

記

   住  所  坂祝町黒岩

   氏  名  鈴木
すず き

 友
ゆ

美
み

任  期  令和５年７月２０日から令和８年７月１９日まで
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同意第７号

   坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて

 下記の者を坂祝町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する

法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求

める。

   令和５年６月９日

坂祝町長 柴 山 佳 也

記

   住  所  坂祝町酒倉

   氏  名  小栗
おぐ り

 正幸
まさゆき

任  期  令和５年７月２０日から令和８年７月１９日まで
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同意第８号

   坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて

 下記の者を坂祝町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する

法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求

める。

   令和５年６月９日

坂祝町長 柴 山 佳 也

記

   住  所  坂祝町取組

氏  名  三品
みし な

 忠次
ただつぐ

任  期  令和５年７月２０日から令和８年７月１９日まで
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同意第９号

   坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて

 下記の者を坂祝町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する

法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求

める。

   令和５年６月９日

坂祝町長 柴 山 佳 也

記

   住  所  坂祝町大針

氏  名  松田
まつ だ

 修二
しゅうじ

任  期  令和５年７月２０日から令和８年７月１９日まで
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同意第１０号

   坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて

 下記の者を坂祝町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する

法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求

める。

   令和５年６月９日

坂祝町長 柴 山 佳 也

記

   住  所  坂祝町酒倉

氏  名  兼松
かねまつ

 伸
のぶ

行
ゆき

任  期  令和５年７月２０日から令和８年７月１９日まで
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同意第１１号

   坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて

 下記の者を坂祝町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する

法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求

める。

   令和５年６月９日

坂祝町長 柴 山 佳 也

記

   住  所  坂祝町酒倉

氏  名  金森
かなもり

 英
ひで

美
み

任  期  令和５年７月２０日から令和８年７月１９日まで
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同意第１２号

   坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて

 下記の者を坂祝町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する

法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求

める。

   令和５年６月９日

坂祝町長 柴 山 佳 也

記

   住  所  坂祝町深萱   

氏  名  横幕
よこまく

 哲
さと

志
し

任  期  令和５年７月２０日から令和８年７月１９日まで

18



同意第１３号

   坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて

 下記の者を坂祝町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する

法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求

める。

   令和５年６月９日

坂祝町長 柴 山 佳 也

記

   住  所  坂祝町黒岩

氏  名  纐纈
こうけつ

 温
あつ

旨
し

任  期  令和５年７月２０日から令和８年７月１９日まで
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同意第１４号

   坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて

 下記の者を坂祝町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する

法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求

める。

   令和５年６月９日

坂祝町長 柴 山 佳 也

記

   住  所  坂祝町大針

氏  名  松田
まつ だ

 賢治
けん じ

任  期  令和５年７月２０日から令和８年７月１９日まで
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同意第１５号

   坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて

 下記の者を坂祝町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する

法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求

める。

   令和５年６月９日

坂祝町長 柴 山 佳 也

記

   住  所  坂祝町酒倉

氏  名  木村
きむ ら

 郁男
いく お

任  期  令和５年７月２０日から令和８年７月１９日まで
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同意第１６号

   坂祝町農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて

 下記の者を坂祝町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する

法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求

める。

   令和５年６月９日

坂祝町長 柴 山 佳 也

記

   住  所  坂祝町酒倉

氏  名  金森
かなもり

 裕二
ゆう じ

任  期  令和５年７月２０日から令和８年７月１９日まで
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